
変更箇所詳細
変更日 項目 変更前の記載 変更後の記載

・番号法第１９条第７号（特定個人情報の提供の制限）及び別表第二
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び
情報を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第7号）（以下、別表第二省令）
（別表第二における情報提供の根拠）
：第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第四欄（特定個人情報）に「地方税関係情報」が含まれる項
（１、２、３、４、６、８、９、１１、１６、１８、２３、２６、２７、２８、２９、３１、３４、３５、３７、
３９、４０、４２、４８、５４、５７、５８、５９、６１、６２、６３、６４、６５、６６、６７、７０、７１、
７４、８０、８４、８７、９１、９２、９４、９７、１０１、１０２、１０３、１０６、１０７、１０８、１１
３、１１４、１１５、１１６、１１７、１２０、１２１の項）
（別表第二省令における情報提供の根拠）
：第１条第２号ロ、第２条第４号第５号ロ第６号ロ第９号第１０号第１１号第１２号ロ、第３条第４号第５号ロ第
７号ロ第９号第１０号第１１号第１２号、第４条第２号ロ、第６条第３号第４号イ第５号第６号イ第８号第９号第
１０号第１１号、第７条第１号イ第２号イ、第１０条第１号イ、第１２条第３号リ第５号、第１３条第１号イ第２
号イ、第１９条第１号ヲ第２号第３号第４号第５号、第２０条第１号第３号第８号イ、第２１条第６号、第２２条
第１号ハ第２号第３号第４号第５号第６号第８号、第２３条第１号、第２５条第１号第２号第３号ロ第６号第７号
イ第１２号第１３号第１４号第１５号第１６号、第２８条第１号ニ第２号第３号第６号第７号第８号第９号第１０
号、第３１条第１号ニ第３号第５号ニ、第３４条第１号第２号、第３５条第３号、第３６条第１号イ第２号イ、第
３７条第１号イ第３号、第３８条第１号イ第２号第３号、第４０条第１号第２号、第４３条第１号イ第２号第３号
ロ第５号イ第８号第９号第１０号第１１号、第４４条第１号ヲ第２号第３号第４号第５号、第４７条第２号ロ第３
号ロ第４号ロ第５号ロ第６号ロ第７号ロ第１０号ロ第１１号ロ、第４９条第１号第２号、第５０条第２号イ第３号
イ第４号イ第５号イ、第５１条第４号イ第７号第１３号、第５４条第１号ハ第３号ハ第４号ハ、第５５条第１号ハ
第３号ハ第４号ハ、第５８条第１号イ第２号イ、第５９条第１号
※別表第ニの２９、３４、３５、３９、４０、４８、５８、５９、７１、８４、９１、１０１、１１５、１１６、
１１７、１２０の項に対応する別表第ニ省令は、改めて命令案の公布後、一部改正により追加予定
※別表第ニの９の項に対応する別表第ニ省令第８条、別表第ニの２３の項に対応する別表第ニ省令第１６条、別表
第ニの６１の項に対応する別表第ニ省令第３２条、別表第ニの７０の項に対応する別表第ニ省令第３９条、別表第
ニの９２の項に対応する別表第ニ省令第４５条、別表第ニの１０６の項に対応する
別表第ニ省令第５３条には、地方税関係情報の規定なし。
（別表第二における情報照会の根拠）
：第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のうち、第二欄（事務）に「地方税法その他の地方税に関する法律及
びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関す
る事務であって主務省令で定めるもの」が含まれる項（２７の項）
（別表第二省令における情報照会の根拠）
：第２０条
・公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第２条第２項
及び第９条
・公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第２
条第７項
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Ⅰ関連情報
４．情報提供ネットワークシステ
ムによる情報連携
②法令上の根拠

・法第十九条第八号省令及び第２条の表
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び
情報を定める命令（平成26年内閣府・総務省令第7号）

（情報提供の根拠）
・法第十九条第八号省令及び第２条の表中、第三欄（情報提供者）が「市町村長」の項のうち、第四欄（特定個人
情報）に「地方税関係情報」が含まれる項（１、２、３、４、５、７、１１、１３，１５，２０、２８、３７、３
９、４２、４８、４９、５３、５７、５８、５９、６３、６５、６６、６９、７３、７５、７６、８１、８３、８
４、８６、８７、８８、８９、９０、９１、９２、９６、９８、１０６、１０８、１１０、１１５、１１８、１２
４、１２５、１２９、１３０、１３２、１３６、１３７、１３８、１４０、１４１、１４２、１４４、１４７、１
４９、１５０、１５１、１５２、１５５、１５６、１５８、１６０、１６１、１６３、１６４、１６５、１６６、
１６７、１６８、１６９、１７０、１７１、１７２、１７３の項）
・法第十九条第八号省令第３条、第４条、第５条、第６条、第７条、第９条、第１３条、第１５条、第１７条、第
２２条、第３０条、第３９条、第４１条、第４４条、第５０条、第５１条、第５５条、第５９条、第６０条、第６
１条、第６５条、第６７条、第６８条、第７１条、第７５条、第７７条、第７８条、第８３条、第８５条、第８６
条、第８８条、第８９条、第９０条、第９１条、第９２条、第９３条、第９４条、第９８条、第１００条、第１０
８条、第１１０条、第１１２条、第１１７条、第１２０条、第１２６条、第１２７条、第１３１条、第１３２条、
第１３４条、第１３８条、第１３９条、第１４０条、第１４３条、第１４４条、第１４６条、第１４９条、第１５
１条、第１５２条、第１５３条、第１５４条、第１５７条、第１６０条、第１６２条、第１６３条、第１６５条、
第１６７条、第１６８条、第１６９条、第１７０条、第１７１条、第１７２条、第１７３条、第１７４条、第１７
５条

（法第十九条第八号省令及び第２条の表における情報照会の根拠）
：第一欄（情報照会者）が「市町村長」の項のうち、第二欄（事務）に「地方税法その他の地方税に関する法律及
びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関す
る事務であって主務省令で定めるもの」が含まれる項（４８の項）
：第５０条
・公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律第２条第２項及び第９条
・公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律施行規則第２条第７項


